
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
液体中に粉体を吹き込む装置であって、
　粉体を供給する粉体供給管の外周側に、支燃性流体を供給する支燃性流体供給管が設け
られた多重管構造のノズルを有し、これら供給管の隙間が支燃性流体流路とされ、
　粉体供給管と支燃性流体供給管の先端部には、支燃性流体流路が先端方向に向けて徐々
に広くなるように形成されたテーパ部が設けられ、これらテーパ部より基端側に、前記隙
間が比較的狭いスロート部が形成され、
　供給管中心軸に対するテーパ部の傾斜角度が、４～１１°であ

ことを特徴と
する粉体吹込み装置。
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り、
　スロート部における支燃性流体流路の断面積Ａ１と、供給管の先端における支燃性流体
流路の断面積Ａ２との比率（Ａ２／Ａ１）が、次式で表される範囲内である



【数１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【請求項２】

ことを特徴とす
る粉体吹込み装置。
【請求項３】

ことを特徴とする粉体吹込み装置。
【請求項４】

ことを特徴とする粉体吹込み装置。
【請求項５】

ことを特徴とする粉体
吹込み装置。
【請求項６】

【請求項７】

。
【請求項８】
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請求項１に記載の粉体吹き込み装置において、
　支燃性流体供給管の外周側に、燃料流体を供給する燃料流体供給管が設けられ、これら
供給管の隙間が燃料流体流路とされ、
　燃料流体供給管は、粉体供給管からの粉体流あるいは支燃性流体供給管からの支燃性流
体流の周囲に、燃料流体を噴出させることができるように構成されている

請求項２項記載の粉体吹込み装置において、支燃性流体供給管に、燃料流体流路から支燃
性流体供給管内部に燃料流体を導く燃料流体噴出部が形成され、供給管中心軸に対する燃
料流体噴出部の傾斜角度θ３が、５～９０°である

請求項３記載の粉体吹込み装置において、燃料流体噴出部より先端側の支燃性流体供給管
の内面に、周方向に沿う溝が形成されている

請求項３または４記載の粉体吹込み装置において、支燃性流体供給管には、燃料流体噴出
部より先端側に、ほぼ一定の内径を有する直胴部が形成されている

請求項２ないし５のいずれか１項記載の粉体吹込み装置を用いて、酸素を含む支燃性流体
と粉体とを、燃料流体とともに冷鉄源に向けて噴出させることによって、冷鉄源を溶解し
、精錬する炉の操業方法であって、冷鉄源が溶解する溶解工程と、冷鉄源が溶落ちした後
の精錬工程とにおいて、それぞれ独立に燃料流体供給量を設定することを特徴とする冷鉄
源の溶解・精錬炉の操業方法。

請求項１ないし５のいずれか１項記載の粉体吹込み装置を用いて、粉体を供給するととも
に、この粉体流の周囲から粉体を巻き込むように支燃性流体を供給し、これら粉体および
支燃性流体を溶鉄に向けて噴出させることによって、この溶鉄を精錬することを特徴とす
る精錬方法



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、溶融金属などの液体中に、コークス、廃棄物燃料等の粉体を、酸素、酸素富化
空気等の流体とともに吹き込む装置および精錬方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
液体中に粉体を気体や液体等の流体とともに吹き込む装置 (以下、ランスと称する )は、様
々な生産プロセスに用いられている。
特に、電気炉製鋼プロセスでは、溶融金属内にコークス等の粉状固体燃料（粉体）を、酸
素とともに吹込み、燃焼させ、この燃焼エネルギーを溶融金属に着熱させることで、電力
原単位を削減している。
また、精錬プロセスにおいても、溶融金属内に粉状のフラックスを吹込み、冶金反応促進
・反応効率の向上が図られている。
これらのプロセスを効率的に行うためには、溶融金属内に粉体を深く浸入させる必要があ
り、そのためには粉体を高速で吹き込む必要がある。
従来、溶融金属内に粉体を吹き込む装置としては、非水冷型、および水冷型のランスが用
いられている。
これらの装置は、高温の溶融金属や溶融スラグ中にランスを浸せきさせて、直接、溶融金
属内に粉体を吹き込むことができる。
しかし、非水冷型ランスの場合には、ランス自体が溶損するため、これを頻繁に交換する
必要があり、水冷型ランスの場合は、ノズル閉塞防止のため、頻繁にメンテナンスを行う
必要がある。このため、いずれのランスにおいても、作業性に問題があった。
【０００３】
一方、特許文献１、２には、ランスを高温の溶融金属や溶融スラグに浸せきすることなく
、溶融金属から離れた位置から、超高速気体噴流を利用して粉体を搬送し噴出させること
によって、粉体を高速で溶融金属等に吹き込むことができる装置が開示されている。
これらの装置では、ランスを溶融金属や溶融スラグに浸せきする必要がないために、ノズ
ルのメンテナンスにかかるコストや作業性を大幅に改善できる。
しかし、特許文献３に記載された装置の場合には、粉体を気体噴流に混合させる位置が超
高速噴流の噴出口から離れているため、混合位置において噴流自体が減速しており、また
、気体噴流に対し、流れ方向が異なる粉体流を合流させるため、噴流に乱れが生じて噴流
が大幅に減速してしまう。このため、粉体流の高速化が困難である。
また、特許文献４で開示された装置の場合には、気体噴流と粉体流とがほぼ同一方向で吹
き込まれるため、噴流の乱れは少なくなるものの、この場合も、粉体と気体噴流との混合
位置がノズルから離れているため、減速し始めた噴流に対して粉体を混合することとなり
、粉体速度の高速化が困難であった。
【０００４】
また、非特許文献１や特許文献５に記載されているようなランスも提案されている。
これらに開示された装置は、あらかじめ酸素に粉体を混合するか、または別系統で供給さ
れた酸素と粉体をスロート部直前で混合し、その混合流をラバールノズルから噴出させる
ことができるようになっている。
この装置では、高速の酸素噴流と粉体が混合された状態でラバールノズルから噴出される
ために、噴流および粉体の高速化が可能である。
この装置では、スロート部手前で高速の酸素噴流に粉体を混合するため、特にスロート部
の摩耗が激しい。このため、ノズルが変形しやすく、超音速の噴流を噴出しにくくなるこ
とがあった。また、純酸素等の高濃度酸素富化流体を搬送流体として用いる場合には、可
燃性粉体の搬送はできなかった。
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支燃性流体を噴出させる際の支燃性流体の初速が音速以上であることを特徴とする請求項
７記載の精錬方法。



この他に、特許文献６でもランスが提案されている。このランスは、粉体供給管の外周に
酸素供給管を配置し、ノズル出口まで酸素と粉体を別系統で供給するものである。
この装置によれば、粉体供給によるノズル摩耗を防ぐことができる。
【０００５】
【特許文献１】
米国特許第５，７８８，９２１号
【０００６】
【特許文献２】
特開昭５６－５９１４号公報
【０００７】
【特許文献３】
米国特許第５，７８８，９２１号
【０００８】
【特許文献４】
特開昭５６－５９１４号公報
【０００９】
【非特許文献１】
土井襄（編）、転炉製鋼法、日刊工業新聞社、ｐ．１９２
【００１０】
【特許文献５】
特開平８－８１７１２号公報
【００１１】
【特許文献６】
特開平７－２１６４３０号公報
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、このノズルは高速の酸素噴流が、粉体流路を囲む円環状に形成されるため、粉体
の飛散防止に効果的であるものの、粉体と酸素の混合位置がノズルから離れており、前述
のように粉体流の高速化が困難であった。
また、粉体を高速の酸素噴流出口近傍に供給することができる装置も提案されているが、
中心の粉体流を酸素噴流管の方向へ曲げるためのノズルが必要となり、粉体がこのノズル
へ衝突し、ノズルが劣化する問題があった。
【００１３】
また、鉄鋼精錬プロセスにおいては、高炉などで製造した溶鉄（例えば溶銑や、溶銑を脱
炭して得られた溶鋼）に酸素を供給する酸化精錬が行われている。この際、種々の副原料
が添加されることがある。
例えば溶湯の昇温や鉄スクラップの溶解などには炭材などの熱補償材が用いられる。不純
物除去にはＣａＯなどの精錬材が用いられる。最終製品の材料特性上必要とされる成分の
添加には合金類が用いられる。還元処理を行う際には鉄鉱石、マンガン鉱石などが用いら
れる。
溶鉄に副原料を添加する方法としては、上方から添加する方法と、浴中に添加する方法が
あるが、上方添加の場合には溶解性や投入効率などの問題があり、浴中添加の場合には設
備的に添加が難しくなることがあった。
近年では、粉体化した副原料を酸素ランスを用いて上方から添加することが行われている
。この方法では、直径数ｍｍ以下の細かい粒子の添加が可能となるため、副原料の溶解性
、反応性を高めることができる。また装置を浴中に浸漬させる必要がないため設備的問題
も解消される。
しかし、粉体の吹込みの際には、吹込み速度が不足し、粉体が飛散したり、浴中での粉体
の混合が不十分となる問題があった。
本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、粉体の流速を高め、この粉体を効率よく液
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体に吹き込むことができる装置を提供することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明の粉体吹込み装置は、液体中に粉体を吹き込む装置であって、粉体を供給する粉体
供給管の外周側に、支燃性流体を供給する支燃性流体供給管が設けられた多重管構造のノ
ズルを有し、これら供給管の隙間が支燃性流体流路とされ、粉体供給管と支燃性流体供給
管の先端部には、支燃性流体流路が先端方向に向けて徐々に広くなるように形成されたテ
ーパ部が設けられ、これらテーパ部より基端側に、前記隙間が比較的狭いスロート部が形
成されていることを特徴とする。供給管中心軸に対するテーパ部の傾斜角度は、４～１１
°が好ましく、更には５～１０°が好ましい。
スロート部における支燃性流体流路の断面積Ａ 1と、供給管の先端における支燃性流体流
路の断面積Ａ 2との比率（Ａ 2／Ａ 1）は、次式で表される範囲内であることが好ましい。
【数２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本発明の粉体吹込み装置では、支燃性流体供給管の外周側に、燃料流体を供給する燃料流
体供給管が設けられ、これら供給管の隙間が燃料流体流路とされ、燃料流体供給管が、粉
体供給管からの粉体流あるいは支燃性流体供給管からの支燃性流体流の周囲に、燃料流体
を噴出させることができるように構成することができる。
本発明の粉体吹込み装置は、支燃性流体供給管に、燃料流体流路から支燃性流体供給管内
部に燃料流体を導く燃料流体噴出部が形成され、供給管中心軸に対する燃料流体噴出部の
傾斜角度θ 3が、５～９０°である構成とすることができる。
本発明の粉体吹込み装置は、燃料流体噴出部より先端側の支燃性流体供給管の内面に、周
方向に沿う溝が形成されている構成とすることができる。
本発明の粉体吹込み装置では、支燃性流体供給管の燃料流体噴出部より先端側に、ほぼ一
定の内径を有する直胴部が形成されている構成とすることができる。
【００１５】
本発明の冷鉄源の溶解・精錬炉の操業方法は、粉体吹込み装置を用いて、酸素を含む支燃
性流体と粉体とを、燃料流体とともに冷鉄源に向けて噴出させることによって、冷鉄源を
溶解し、精錬する炉の操業方法であって、冷鉄源が溶解する溶解工程と、冷鉄源が溶落ち
した後の精錬工程とにおいて、それぞれ独立に燃料流体供給量を設定することを特徴とす
る。
本発明の冷鉄源の溶解・精錬炉の操業方法では、上記粉体吹込み装置を用いることができ
る。
本発明の冷鉄源の溶解・精錬炉の操業方法は、脱珪、脱燐、脱硫、脱炭、昇温、熱付加、
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スクラップ溶解、合金溶解、還元処理、脱ガスのうち１種以上を対象とすることができる
。
精錬にあたっては、固体炭素源、炭化水素源、石灰源、マグネシウム源、アルミニウム源
、鉄鉱石、マンガン鉱石、合金のうち１種以上を溶鉄に添加することができる。
支燃性流体としては、純酸素ガス、工業用酸素ガス、空気のうち１種または２種以上を用
いることができる。
【００１６】
本発明の精錬方法は、粉体吹込み装置を用いて、粉体を供給するとともに、この粉体流の
周囲から粉体を巻き込むように支燃性流体を供給し、これら粉体および支燃性流体を溶鉄
に向けて噴出させることによって、この溶鉄を精錬することを特徴とする。
支燃性流体を噴出させる際の支燃性流体の初速は音速以上、好ましくはマッハ数Ｍ≧１．
１０とするのが好ましい。
本発明の精錬方法では、支燃性流体の周囲に燃料流体を噴出させ、この燃料流体を燃焼し
つつ噴出させるのが好ましい。
本発明の精錬方法では、上記粉体吹込み装置を用いることができる。
本発明の精錬方法は、脱珪、脱燐、脱硫、脱炭、昇温、熱付加、スクラップ溶解、合金溶
解、還元処理、脱ガスのうち１種以上を対象とすることができる。
精錬にあたっては、固体炭素源、炭化水素源、石灰源、マグネシウム源、アルミニウム源
、鉄鉱石、マンガン鉱石、合金のうち１種以上を溶鉄に添加することができる。
支燃性流体としては、純酸素ガス、工業用酸素ガス、空気のうち１種または２種以上を用
いることができる。
本発明の精錬方法では、精錬の際に発生する排ガスから顕熱または潜熱を回収することが
できる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の粉体吹込み装置の第１の実施形態の要部を示す概略構成図である。
図１に示す粉体吹込み装置（以下、ランスと称する）１は、溶融金属などの液体中に、コ
ークス、廃棄物燃料等の粉体を吹き込むノズル２を備えている。
ここに示すノズル２は、コークスや廃棄物燃料等の粉体を空気等の搬送流体とともに供給
する粉体供給管３の外周側に、粉体の燃焼を促進する支燃性流体を供給する支燃性流体供
給管４が設けられ、その外周側に、燃料流体を供給する燃料流体供給管５が設けられ、さ
らにその外周側に、管状の水冷ジャケット６が設けられている。
このノズル２は、内周側から外周側にかけて供給管３～５および水冷ジャケット６が設け
られた４重管構造となっている。
【００１８】
粉体供給管３は、コークス、廃棄物燃料等の粉体と、粉体搬送用の搬送流体とを含む混合
体を、内部に流通させることができるようになっている。
粉体供給管３の先端部の外周には、粉体供給管テーパ部３ａが形成されている。粉体供給
管テーパ部３ａは、粉体供給管３の外径が先端方向に向けて徐々に小さくなるように形成
されている。
粉体供給管３の中心軸方向に対する粉体供給管テーパ部３ａの傾斜角度θ１は、４°≦θ
1≦１１°（好ましくは５°≦θ 1≦１０°）となるように設定するのが好ましい。
なお、図１には、直管状の粉体供給管３を例示したが、粉体供給管は、圧力損失が少なく
粉体を安定に供給可能であれば、形状は特に限定されない。
【００１９】
支燃性流体供給管４は、酸素等の支燃性流体を、供給管３、４の隙間（供給管３の外面と
供給管４の内面との間。以下、支燃性流体流路１２と称する）に流通させることができる
ようになっている。
支燃性流体供給管４の先端部の内周には、支燃性流体供給管テーパ部４ａが形成されてい
る。
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支燃性流体供給管テーパ部４ａは、支燃性流体供給管４の内径が先端方向に向けて徐々に
大きくなるように形成されている。
供給管３、４に形成されたテーパ部３ａ、４ａによって、支燃性流体流路１２は、供給管
３、４の先端方向に向けて徐々に広くなっている。
支燃性流体供給管テーパ部４ａの中心軸方向に対する傾斜角度θ２は、４°≦θ２≦１１
°（好ましくは５°≦θ２≦１０°）となるように設定するのが好ましい。
【００２０】
供給管３、４のテーパ部３ａ、４ａの傾斜角度θ 1、θ 2は、上記範囲（４～１１°、好ま
しくは５～１０°）とすることによって、支燃性流体流路１２で、支燃性流体を適度に膨
張させ、高速の支燃性流体の流れ（超音速流）を得ることができるようになる。
このため、粉体供給管３内の気圧を先端付近において低くすることができ、粉体供給管３
内の粉体の流速を高くすることができる。さらに、高速の支燃性流体により粉体を搬送す
ることができるため、粉体流速をいっそう高めることができる。
傾斜角度θ 1、θ 2が上記範囲未満であると、支燃性流体の膨張が不十分となるため、支燃
性流体の速度が低くなり、粉体の流速が不十分となる。また傾斜角度θ 1、θ 2が上記範囲
を越えると、噴出する支燃性流体が過度に膨張するため、ノズル出口で支燃性流体の速度
が低くなり、粉体の流速が不十分となる。
テーパ部４ａの傾斜角度θ２は、粉体供給管３のテーパ部３ａの傾斜角度θ１にほぼ等し
くなるように設定するのが好ましい。
すなわち、傾斜角度θ１と傾斜角度θ２との差は、１°以下であることが好ましい。この
差がこの範囲を越えると、支燃性流体の流れに乱れが生じ、粉体の流速が不十分となる。
【００２１】
支燃性流体供給管テーパ部４ａの基端側には、このテーパ部４ａに隣接して、細径部４ｂ
が形成されている。細径部４ｂの内径は、テーパ部４ａの最小内径とほぼ同じか、やや小
さくなるように形成するのが好ましい。細径部４ｂの基端側には、この細径部４ｂよりも
内径が大きい太径部４ｃが形成されている。
このため、細径部４ｂにおける支燃性流体流路１２（以下、スロート部７と称する）は、
供給管４の他の部分における支燃性流体流路１２に比べて狭くなっている。
スロート部７の断面積Ａ１とし、供給管３、４の先端３ｂ、４ｄにおける支燃性流体流路
１２の断面積をＡ２とすると、これら断面積Ａ１、Ａ２の比率（Ａ２／Ａ１）は、次に示
す式（１）で表される範囲にあることが好ましい。
【００２２】
【数３】
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【００２３】
この断面積比Ａ２／Ａ１が上記範囲未満であると、支燃性流体の膨張が不十分となるため
、支燃性流体の速度が低くなり、粉体の流速が不十分となる。また断面積比Ａ２／Ａ１が
上記範囲を越えると、噴出する支燃性流体が過度に膨張するため、ノズル出口で支燃性流
体の速度が低くなり、粉体の流速が不十分となる。
なおノズル外部の圧力とは、このノズル２がおかれた雰囲気の圧力をいう。例えばノズル
２が大気圧下におかれている場合には、ノズル外部の圧力は大気圧となる。
【００２４】
スロート部７の内径（細径部４ｂの内径）は、次のようにして設定するのが好ましい。
一般に、ラバールノズルのスロート部の断面積ＡＬ１は、式 (2)より求めた値で設計され
ている。
【００２５】
【数４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２６】
支燃性流体供給管４のスロート部７における内径ｄ 1（細径部４ｂにおける内径）は、ス
ロート部７の断面積Ａ 1が、上記式（２）によって求められた断面積Ａ L1に等しくなるよ
うに設定するのが好ましい。
支燃性流体供給管４の先端４ｄの内径（出口径）ｄ 2は、上記断面積比Ａ 2／Ａ 1が、ラバ
ールノズルにおける断面積比Ａ L2／Ａ L1（支燃性流体流路の出口断面積（ノズル先端にお
ける断面積）Ａ L2とスロート部断面積Ａ L1の比率 ) （式 (3)に示す）に対し、式 (4)に示す
関係を満たすように決めるのが好ましい。
【００２７】
【数５】
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【００２８】
（Ａ 2／Ａ 1）が（Ａ L2／Ａ L1）の１倍未満である場合には、支燃性流体の膨張が不十分と
なり、支燃性流体の速度が低くなり、粉体の噴出速度が低下する。（Ａ 2／Ａ 1）が（Ａ L2
／Ａ L1）の３．０倍を越える場合には、噴出する支燃性流体が過度に膨張するため、ノズ
ル出口で支燃性流体の速度が低くなり、粉体の噴出速度が低下する。
これに対し、（Ａ 2／Ａ 1）が（Ａ L2／Ａ L1）の１～３．０倍である場合には、支燃性流体
は若干過膨張となり、高速で流れるようになる（超音速状態になる）。また支燃性流体流
路１２内の気圧が負圧になりやすくなるため、燃料流体を使用していない時に、支燃性流
体が燃料流体の流路に流入することによる逆火の危険性を回避できるという利点もある。
【００２９】
支燃性流体供給管４の先端部には、燃料流体を供給管４の内部に導く燃料流体噴出部８が
設けられている。
燃料流体噴出部８は、粉体供給管３から噴出される粉体流の周囲に、燃料流体を噴出させ
ることができるように構成するのが好ましい。
燃料流体を粉体流の周囲に噴出させるために、燃料流体噴出部８を、供給管４の周方向に
わたって連続的なスリット状に形成し、燃料流体が粉体流を囲むように噴出できるように
する構成を採用できる。
また燃料流体を粉体流の周囲に噴出させるようにするため、燃料流体噴出部８を、供給管
４の周方向にわたって断続的に形成した孔部としてもよい。
【００３０】
燃料流体噴出部８は、供給管４の外側から内側に向けて先端方向に傾斜して形成されてお
り、供給管４の中心軸方向に対する噴出部８の傾斜角度（供給管４の中心軸に対する噴出
部８の中心軸の傾斜角度）θ３は、５°以上９０°以下とするのが好ましい。
特に、燃料流体が気体である場合には、傾斜角度θ３は、５°以上６０°以下とするのが
好ましい。
傾斜角度θ３が上記範囲未満であると、燃料流体と支燃性流体の混合が不十分になり、火
炎が不安定となりやすくなる。
傾斜角度θ３が上記範囲を越えると、燃料流体噴出部８から噴出する燃料流体が供給管４
内の支燃性流体の流れを妨げ、支燃性流体の速度を低下させるため、粉体供給管３からの
粉体の噴出速度が不十分となる。
【００３１】
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燃料流体供給管５は、ＬＮＧ（液化天然ガス）等の燃料流体を、供給管４、５の隙間（以
下、燃料流体流路１３と称する）に流通させることができるようになっている。
燃料流体供給管５の先端と、支燃性流体供給管４の先端との間には、これら供給管４、５
間を閉止する閉止壁部９が設けられており、燃料流体の全量が、燃料流体流路１３から燃
料流体噴出部８を通して噴出することができるようになっている。
【００３２】
水冷ジャケット６は、その内部に冷却水を流通させることができるようになっており、こ
の冷却水の流通によって、供給管３～５の内部温度を調節することができるようになって
いる。
【００３３】
次に、上記ノズル２を備えたランス１の使用方法について説明する。
コークスや廃棄物燃料等の粉体と搬送流体とを含む混合体を粉体供給管３内に供給し、先
端側から噴出させる。
搬送流体としては、窒素、空気、酸素、酸素富化空気などを用いることができる。
同時に、支燃性流体を、支燃性流体流路１２（供給管３、４の隙間）に供給し、先端側か
ら噴出させる。支燃性流体としては、酸素を含むもの（空気、酸素、酸素富化空気）が用
いられる。
【００３４】
上述のように、粉体供給管３外周および支燃性流体供給管４内周には、それぞれテーパ部
３ａ、４ａが形成されているため、支燃性流体流路１２は、先端方向に向けて徐々に広く
なっている。
このため、支燃性流体流路１２で、支燃性流体を適度に膨張させ、高速の支燃性流体を得
ることができる。
よって、粉体供給管３内の圧力を先端付近において十分に低くすることができ、粉体供給
管３内の粉体の流速を高くすることができる。さらに、高速の支燃性流体により粉体を搬
送することができるため、粉体流速をさらに高めることができる。
【００３５】
また同時に、ＬＮＧ（液化天然ガス）等の燃料流体を、燃料流体流路１３（供給管４、５
の隙間）に供給し、燃料流体噴出部８を通して供給管４内に噴出させ、燃焼させる。
これによって、支燃性流体と燃料流体との混合流体が燃焼しつつ粉体とともに噴出する。
【００３６】
これによって、粉体流の周囲に流れる流体を高速化し、この流体の流れによって搬送され
る粉体の流速をさらに高めることができる。さらには、粉体が径方向に拡散するのを防ぐ
ことができる。
従って、粉体を効率よく溶融金属等に吹き込むことが可能となる。
また、粉体を、スロート部７を通さずに供給することができるため、スロート部７におけ
る摩耗を未然に防ぐことができる。
さらに、粉体および支燃性流体をそれぞれ別系統から、すなわち供給管３、４から供給す
ることができるため、これらが混合する際の流体流速の低下を最小限に抑えることができ
る。
【００３７】
なお、燃料流体としては、ＬＮＧのほか、ＬＰＧ（液化石油ガス）、ＣＯ、 、ＣＯ／

混合ガスが使用できる。また、重油、灯油などの液体燃料を用いることもできる。
【００３８】
次に、本発明のランスの第２の実施形態を、図２を参照して説明する。
図２は、本実施形態のランス２１のノズル２２を示すもので、このノズル２２は、支燃性
流体供給管４のテーパ部４ａの先端側に、ほぼ一定の内径を有する管状の直胴部２３が設
けられている。
直胴部２３は、テーパ部４ａの先端における供給管４の内径とほぼ等しい内径を有する。
直胴部２３の内面には、周方向に沿って溝２４が形成されている。
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溝２４は、燃料流体の燃焼炎を安定化させるためのもので、直胴部２３の全周にわたって
形成されている。
【００３９】
次に、このノズル２２を備えたランス２１を使用する方法について説明する。粉体と搬送
流体とを含む混合体を粉体供給管３内に供給し、先端側から噴出させるとともに、支燃性
流体を、支燃性流体流路１２に供給し、先端側から噴出させる。
同時に、燃料流体を燃料流体流路１３に供給し、燃料流体噴出部８を通して供給管４内に
噴出させ、燃焼させる。
【００４０】
本実施形態のランス２１では、供給管４の先端に、ほぼ一定の内径を有する直胴部２３が
設けられているので、噴出する燃料流体が径方向に拡散するのを防ぎ、燃料流体の燃焼炎
を安定化することができる。
また、直胴部２３に、溝２４が設けられているので、燃料流体噴出部８から噴出した燃料
流体が溝２４内で循環流を形成する。
このため、支燃性流体供給管４内の支燃性流体の流速が高い場合でも、溝２４内の燃料流
体の燃焼が支燃性流体の流れに妨げられることがない。よって、燃料流体の燃焼炎を安定
に維持することができる。
従って、粉体の流れをいっそう高速化することができる。
【００４１】
なお、本発明における流体とは、気体状態、液体状態、および気体中にミスト状の液体が
含まれる状態の流体を含む。
【００４２】
次に、本発明の冷鉄源の溶解・精錬炉の操業方法について説明する。
固体原料（冷鉄源）を溶解させるには、電気炉を用いて、固体原料を炉内へ装入し、アー
ク加熱により溶解させる。
炉内には供給熱の不足によりコールドスポットが生じることがあるため、本発明の操業方
法では、バーナ・ランスを、コールドスポットを加熱できるように設置することができる
。
電気炉溶解では、主に固体原料を溶解させる工程（溶解工程）と、それが溶落ちし液体状
態となった液状物（溶鋼など）を昇温、精錬する工程とがある。
【００４３】
本発明の操業方法では、粉体吹込み装置を用いて、酸素を含む支燃性流体と燃料流体との
混合流体を燃焼させつつ冷鉄源に向けて噴出させることによって、冷鉄源を溶解し、精錬
する。
粉体吹込み装置を用いて固体原料（冷鉄源）を溶解するに際しては、固体原料が溶解する
工程と、固体原料が溶落ちした後の精錬工程において、それぞれの工程に適した条件とな
るように、独立的に燃料流体供給量を設定する。
本発明の粉体吹込み装置は、支燃性流体と燃料流体の混合流体を、火炎とともに高速で噴
出させることができるため、優れた溶断能力を有する。
溶解工程においては、固体原料を溶断しつつ加熱することができるため、加熱効率を高め
ることができる。このため、燃料への着熱効率を高め、より多くの燃料を燃焼させ、電力
原単位を低減することができる。
【００４４】
一方、溶落ち以降の精錬工程では、炉内は、底部に溶鋼やスラグなどがあり、その上方は
空間部となるため、多量の燃料を供給したとしても、その着熱効率は低くなる。
このため、流体流速が減衰するのを抑止する効果が得られる範囲で最小限の燃料を供給す
ることによって、炉壁から浴に向けて効率よく支燃性流体（酸素）を吹き込み、脱炭反応
やスラグフォーミングを促進させる。
【００４５】

これによって、固体原
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料の溶断、溶解を促すとともに、炉内で発生する一酸化炭素などの可燃成分を燃焼させる
ことができる。
なお酸素比とは、燃料流体の完全燃焼に必要な酸素量に対して供給する酸素量の比をいう
。
溶落ち以降の精錬工程では、燃料流体供給量を大幅に低く、好ましくは酸素比が３以上と
なるようにし、支燃性流体（酸素）を高速で吹き込むことによって、脱炭反応およびスラ
グフォーミングを促進しつつ、固体原料を溶解させることができる。
【００４６】
このように、固体原料が溶解する溶解工程と、固体原料が溶落ちした後の精錬工程におい
て、独立的に燃料流体供給量を設定する方法によれば、燃料流量のみを調整するという単
純な方法によって、各工程の効率化を図ることができる。
さらには、溶落ち以降の精錬工程において、コークスなどの炭素源や廃プラスチックなど
の廃棄物からなる粉体を、固体原料に高速で吹き込むことができる。また、この粉体を原
料中で燃焼させ、原料を効率的に加熱することができる。
【００４７】
次に、本発明の精錬方法について説明する。
本発明の精錬方法は、粉体吹込み装置を用いて、粉体を供給するとともに、この粉体流の
周囲から粉体を巻き込むように支燃性流体を供給し、これら粉体および支燃性流体を溶鉄
に向けて噴出させることによって、この溶鉄を精錬する方法である。
粉体は、搬送気体によって搬送することによって供給することができる。
【００４８】
一般に、高炉から出銑された溶銑は、溶銑鍋などの搬送用器に受銑され、脱珪、脱燐、脱
硫などの予備処理が施された後に、転炉に装入され、必要に応じて予備処理された後、脱
炭される。脱炭された溶鋼は、溶鋼鍋などの搬送容器により搬送され、二次精錬工程に供
される。
本発明の精錬方法は、溶鉄（溶銑や溶鋼）を受容する容器、例えば転炉、溶融還元炉、脱
炭炉、二次精錬炉などの精錬炉において実施することができる。本発明の精錬方法は、高
炉鍋、混銑車（トピードカー）、装入用の鍋などの輸送用容器において実施することもで
きる。
上記容器は、支燃性流体の排ガスを処理する処理装置を有するものであることが好ましい
。
【００４９】
以下、本発明の精錬方法を転炉内の溶鉄に対して適用した例を説明する。
一般に、転炉に装入された溶銑は、ランスからの酸素供給（送酸）によって脱炭され、溶
鋼として次工程に供される。この際、スラグや溶鋼の成分調整を目的として、精錬剤（Ｃ
ａＯ、ドロマイトなど）、鉱石類（鉄鉱石、マンガン鉱石など）、合金類などが添加され
る。
また、鉄スクラップの溶解、昇温などを行う際には、十分な熱量が必要となる。またマン
ガン鉱石などの鉱石類を用いて還元処理を行う際には、十分な還元熱が必要である。この
ため、溶鉄中の炭素などの量が十分でない場合には、酸素の供給が十分であっても熱補償
が必要となり、コークス、土壌黒鉛、石炭などの炭材が添加される。
【００５０】
副原料としては、コークス、石炭などの固体炭素源：プラスチックなどの炭化水素源：Ｃ
ａＯ、 等を含む石灰源：ＭｇＯ、 等を含むマグネシウム源：Ａｌ、

等を含むアルミニウム源：鉄鉱石：マンガン鉱石：合金のうち１種以上を挙げ
ることができる。
固体炭素源、炭化水素源、アルミニウム源は、燃料源として作用する。
上記副原料は、通常、上方から自然落下させることによって添加される。副原料は、溶解
性、反応性を高めるため、粒径の小さい粉体とすることが好ましいが、酸素を供給する場
合には排ガスによって粉体が飛散しやすくなる。
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このため、粒径数十ｍｍ以上のものが使用されるが、溶解性、反応性は損なわれる。
【００５１】
本発明では、粉体吹込み装置を用いて、粉体を供給するとともに、この粉体流の周囲から
粉体を巻き込むように支燃性流体を供給し、これら粉体および支燃性流体を溶鉄に向けて
噴出させる。
粉体吹込み装置としては、図１に示すものを使用できる。
また、単独の装置で粉体吹込みと支燃性流体供給とを行ってもよいし、粉体吹込み用の装
置と支燃性流体供給用の装置を使用してもよい。
本発明では、支燃性流体の周囲に燃料流体を噴出させ、この燃料流体を燃焼しつつ噴出さ
せることができる。
【００５２】
本発明では、粉体流の周囲から粉体を巻き込むように支燃性流体を供給するので、支燃性
流体によって粉体を高速化することができる。
このため、粉体を浴中または浴面近くに吹き込むことができる。
従って、粉体の溶解性、反応性を高めることができる。
【００５３】
支燃性流体を噴出させる際の支燃性流体の初速は音速以上、好ましくはマッハ数Ｍ≧１．
１０とするのが好ましい。この初速がこの範囲未満であると、粉体の速度が不十分となる
。
粉体および支燃性流体が高速となると、浴中への進入深さが大きくなるが、支燃性流体が
炉底に達すると、炉が劣化することがあるため、粉体および支燃性流体の速度は、これら
が炉底に達しない程度に調整するのが好ましい。
【００５４】
本発明の精錬方法は、脱珪、脱燐、脱硫、脱炭、昇温、熱付加、スクラップ溶解、合金溶
解、還元処理、脱ガスのうち１種以上に適用することができる。
熱付加は、鉄源や合金源添加時の熱補償のために行われる。還元処理は、鉄鉱石、マンガ
ン鉱石などを用いて行われる。
精錬の際に用いる精錬剤は、精錬の目的に応じて選択使用すればよい。例えば、脱珪や脱
燐では、酸素との反応で生成する珪酸や燐酸をスラグとして安定化する必要があるため、
安定化効果のある石灰源などを精錬剤として用いるのが好ましい。
石灰源は、ＣａＯと のうち少なくとも一方を主成分とするものを用いると、迅
速に溶融、スラグ化させることができるため好ましい。
【００５５】
本発明の精錬方法では、粉体を高速で添加することができるため、粉体の粒径が小さい場
合（例えば粒径数百μｍ以下）である場合でも、飛散等を防ぎ、効率よく粉体吹込みが可
能である。
副原料の添加量は、精錬処理量、要求される精錬度、許容される精錬時間などの条件によ
って設定することができる。
【００５６】
また、鉱石を還元処理する際には、鉄鉱石、マンガン鉱石、その他の鉱石に対し、媒溶剤
（石灰など）、コークス、石炭などが還元剤や熱付加用の燃料源として添加されることが
ある。
本発明では、これらを高速で添加することができるため、還元速度や還元効率を高めるこ
とができる。
また、鉱石の還元時やスクラップ溶解時の降温の補償や、単なる浴の昇温のために、燃料
源を効率的に燃焼し、発生した熱を効果的に着熱させることが可能である。
【００５７】
固体炭素源、炭化水素源、アルミニウム源などを燃料源として用いる場合には、これらを
粉体として高速で添加することができるため、これらを浴の深部まで供給し、燃焼効率を
高めることができる。
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粉体の粒度、粉体と支燃性流体の比などを調整することによって、燃焼効率を調整するこ
とができる。
粉体と支燃性流体との比については、酸素比（空気比）を増減することによって調整する
ことができる。この際、溶鉄中の被酸化物（炭素、珪素など）の量や、目的とする燃焼状
態を考慮して粉体と支燃性流体との比を定めることができる。
【００５８】
支燃性流体としては、純酸素ガス、工業用酸素ガス、空気のうち１種または２種以上を用
いることができる。
支燃性流体は、気体状態に限らず、液体状態、および気体中にミスト状の液体が含まれる
状態の気液混合体であってもよい。
粉体を搬送する搬送流体としては、アルゴンなどの不活性ガス、窒素ガス、一酸化炭素ガ
スが使用可能である。また、配管内での燃焼などの問題がない限り、支燃性流体を用いる
こともできる。
また、燃料に関しては、ＬＰＧ、ＬＮＧなどの炭化水素系ガスのほか、製鉄所内で回収さ
れる高炉ガス、転炉ガスなども使用できる。
また、本発明では、精錬の際に発生する排ガスから、熱交換器などを用いて顕熱または潜
熱を回収することができる。
【００５９】
本発明の精錬方法では、支燃性流体を高速化することができるため、従来より浴の深部ま
で支燃性流体を吹き込むことができ、精錬効率を高めることができる。
【００６０】
【実施例】
（実施例１ )
図１に示す構成のノズル２を有するランス１を作製した。
装置仕様を表１に示す。表中、ノズル広がり角とは、テーパ部３ａ、４ａの傾斜角度θ 1
、θ 2を意味する。また噴流とは粉体流を指す。
【００６１】
（比較例１）
ラバールノズルを有するランスを作製した。
装置仕様を表１に併せて示す。
【００６２】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６３】
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ピトー管を用いて、粉体を供給しない状態で実施例１および比較例１における噴流特性を
調べた。
噴流速度の評価には、下記の式（５）を用いた。
【００６４】
【数６】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６５】
結果を図３に示す。図３において、横軸はノズル先端から供給管中心軸方向の距離を示し
、縦軸は噴流速度を示す。
図３より、実施例１のランスでは、粉体供給管３を設けているが、断面積比Ａ２ ／Ａ１ を
適切な値にすることによって、ラバールノズルを有する比較例１のランスとほぼ同等の噴
流速度を得ることができたことがわかる。
【００６６】
式（５）中のＫＭ値は噴流の速度減衰係数であり、噴流のポテンシャルコアの長さを示す
。ポテンシャルコアとは、噴流の初期流速および初期濃度（粉体濃度）が維持されている
領域を指し、ＫＭ値が大きいほど噴流性能が高いことを意味する。
【００６７】
ＫＭ値の解析結果を図４に示す。図４において、横軸はＬ x／ｄ０を示し、縦軸は、Ｍｘ
／Ｍｏを示す。
図４より、実施例１のＫＭ値は、比較例１のＫＭ値にほぼ等しく、実施例１のランス１で
は、ラバールノズルを備えた比較例１と同等の噴流性能が得られたことがわかる。
【００６８】
表１に示した実施例において、断面積比（Ａ 2／Ａ 1）を２．１９とし、ノズル広がり角（
テーパ部３ａ、４ａの傾斜角度θ 1、θ 2）０～１２°とした装置を用いてＫＭ値を求めた
。
表１に示した実施例において、ノズル広がり角を８°とし、断面積比（Ａ 2／Ａ 1）を０．
５～４とした装置を用いてＫＭ値を求めた。
ＫＭ値をノズル形状因子で整理した結果を図５および図６に示す。
図５は、ノズル広がり角とＫＭ値との関係を示すグラフである。
図５より、ノズル広がり角を４～１１°（好ましくは５～１０°）とすることによって、
高いＫＭ値が得られたことがわかる。
図６は、比較例１の断面積比（Ａ L2／Ａ L1）に対する、実施例１の断面積比（Ａ 2／Ａ 1）
の比率と、ＫＭ値との関係を示すグラフである。
図６より、断面積比（Ａ L2／Ａ L1）に対する断面積比（Ａ 2／Ａ 1）の比率を、１～３．０
とすることによって、高いＫＭ値が得られたことがわかる。
【００６９】
（実施例２）
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図２に示す構成のノズル２２を有するランス２１を作製した。装置仕様を表２に示す。
【００７０】
（比較例２）
特開昭 56-5914号公報で開示された形状のノズル (マルチジェットノズル )を有するランス
を作製した。このノズルを図７に示す。
このノズルは、中心に形成された粉体流路３３の外周側に、３つの一次支燃性流体流通孔
３４が形成され、その外周側に複数の燃料流体流通孔３５が形成され、その外周側に複数
の二次支燃性流体流通孔３６が形成され、その外周側に水冷ジャケット３７が設けられて
いる。
装置仕様を表２に併せて示す。表中、スロート部とは、流通孔３４内のスロート部３４ａ
を指す。スロート部断面積、スロート部径、出口断面積は１つの流通孔あたりの値を示す
。装置仕様を表２に併せて示す。
【００７１】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７２】
上記実施例２および比較例２のランスを用いて粉体噴出試験を行った。

10

20

30

40

50

(16) JP 4019117 B2 2007.12.12



また、実施例２のランスを用い、燃料流体を用いずに粉体噴出試験を行った。結果を図８
に示す。
【００７３】
図８において、横軸はノズル先端から中心軸方向の距離を示し、縦軸は粉体速度を示す。
なお、粉体速度の計測には、レーザードップラー法を用いた。
【００７４】
図８に示すように、実施例２では、比較例２に比べ、粉体速度を大幅に高速化することが
できたことがわかる。
また、燃料流体を用いた場合には、粉体速度をさらに高めることができたことがわかる。
また燃料流体を用いた場合には、燃料流体を用いない場合に比べ、粉体速度が減衰しにく
かったことがわかる。
【００７５】
（実施例３）
３５０ｋｇスケールの誘導溶解炉にて、温度１５００℃、炭素濃度［Ｃ］が２．５重量％
となるように溶鉄２００ｋｇを溶製した。
図１に示す構成の粉体吹込み装置１を、溶鉄の浴面から高さ３５０ｍｍの位置に配置し、
粉体および支燃性流体を溶鉄に向けて５分間にわたって噴出させた。
粉体としては、粒径５００μｍ以下のコークス粉体を用いた。添加速度は１５ｋｇ／ｈｒ
とした。支燃性流体としては酸素を使用した。
また、攪拌のため、炉底のポーラスノズルよりＡｒガスを炉内に供給した。供給速度は３
Ｎｍ３ ／ｈｒとした。装置仕様および試験結果を表３に示す。
【００７６】
（実施例４）
燃料としてＬＰＧを供給すること以外は実施例３と同様にして試験を行った。装置仕様お
よび試験結果を表３に示す。
【００７７】
（比較例３）
図７に示す装置を用いて試験を行った。装置仕様および試験結果を表３に示す。
【００７８】
（比較例４）
単孔型（支燃性流体噴出孔が１つのもの）の装置を用いて試験を行った。装置仕様および
試験結果を表３に示す。
【００７９】
【表３】
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【００８０】
（実施例５）
本発明を溶銑脱燐に適用した。燐濃度が０．０８～０．０８５重量％の５トンの溶銑を小
型転炉に装入し、上方から粉体および純酸素ガスを供給し脱燐した。なお、装入前溶銑の
その他の成分は［Ｃ］が４．３～４．４重量％、［Ｓｉ］が０．０８～０．１０重量％で
あった。温度は１２８５～１２９０℃であった。
粉体としては０．３～１．５ｍｍ径（平均粒径１ｍｍ）の石灰を、溶銑トン当たり８ｋｇ
用いた。
粉体吹込み装置としては、実施例１で用いたものと同様のものを用い、上記石灰粉を毎時
５ｋｇで８分間添加した。搬送流体としては純窒素ガス（毎分４５Ｎｍ３ ）を用いた。
純酸素ガスは、石灰添加期間を通じ、毎時４００Ｎｍ３ で添加した。試験結果を表４に示
す。
【００８１】
（比較例５）
粉体吹込み装置を使用せず、袋詰めした５ｋｇの石灰粉を３０秒ごとに８回に分けて投入
した。純酸素ガスの供給条件は実施例５と同様とした。試験結果を表４に示す。
【００８２】
（比較例６）
比較例４で使用した単孔型の装置を用い、実施例５と同様の石灰を純酸素ガスとともに供
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給した。純酸素ガスの供給条件は実施例５と同様とした。
単孔型装置としては、ラバールノズルを有し、出口径が１４．９ｍｍのものを用いた。
処理後溶銑の成分は［Ｃ］が３．８～３．９重量％、［Ｓｉ］が０．０１％以下であった
。温度は、１３１０～１３２０℃であった。試験結果を表４に示す。
なお、表中、Ｐ分配とは、スラグ中の燐の量に対するメタル中の燐の量の比率を示すもの
である。
【００８３】
【表４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００８４】
表４より、実施例では、脱燐効率を高くし、溶銑中の燐濃度を低くすることができたこと
がわかる。
また、Ｐ分配の値より、投入した石灰の脱燐効率を高めることができたことがわかる。
【００８５】
（実施例６～１０）
本発明を溶銑のスクラップ溶解に適用した。３トンの溶銑を小型転炉に装入し、上方から
粉体および純酸素ガスを供給した。なお、装入前溶銑の成分は、［Ｃ］が４．７～４．８
重量％、［Ｓｉ］が０．０５重量％であった。温度は１２３０～１２４０℃であった。
粉体としては０．３～１．５ｍｍ径（平均粒径１ｍｍ）のプラスチック、石灰、またはコ
ークスを用い、使用量は溶銑トンあたり４０ｋｇとした。
粉体吹込み装置としては、実施例４で用いたものを使用した。
試験開始から毎分０．５Ｎｍ３ の純窒素ガスを搬送流体として、上記毎時４ｋｇの粉体を
添加した。純酸素ガスは、毎分４００Ｎｍ３ 添加し、同時に燃料としてＬＰＧ（毎時１０
．９Ｎｍ３ ）を供給した。
３０分間で溶解できたスクラップ量を測定した。試験結果を表５に示す。
【００８６】
（ ）

では、粉体吹込み装置を使用せず、石灰またはコークスを炉上部のシュータ
ーから投入し、ランスを用いて純酸素のみを供給した。

では、比較例４で用いた装置を用いた。
３０分間で溶解できたスクラップ量を測定した。試験結果を表５に示す。
【００８７】
【表５】
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【００８８】
表５より、実施例では、スクラップの溶解量を増加できることがわかった。
これは、粉体を効率よく添加できたことに加え、酸素ガスを溶銑に対し効率的に添加でき
たため、粉体の燃焼による発生熱を有効に浴に着熱できたためであると考えられる。
【００８９】
（実施例１１、１２）
本発明を溶銑の昇温に適用した。５トンの溶銑を小型の転炉に装入し、上方から粉体およ
び純酸素ガスを供給した。なお、装入前の溶銑の［Ｃ］は４．０～４．１重量％であり、
温度は１２６０～１２７０℃であった。
粉体としては０．３～１．５ｍｍ径（平均粒径１ｍｍ）のプラスチック、石灰、またはコ
ークスを用い、使用量は溶銑トンあたり８ｋｇとした。
粉体吹込み装置としては、実施例４で用いたものを使用した。
試験開始から毎時０．５Ｎｍ３ の純窒素ガスを搬送流体として、上記毎分５．３ｋｇの粉
体を添加した。純酸素ガスは、毎分４００Ｎｍ３ 添加した。
８分間の処理を行った際の試験結果を表６に示す。
なお、表中には、溶銑の［Ｃ］の低下による昇温差を差し引き、燃料源添加による昇温分
を計算で求め、補正昇温量として示した。
【００９０】
（ ）

では、粉体吹込み装置を使用せず、プラスチックを炉上部のシューター
から投入し、ランスを用いて純酸素のみを供給した。

では、比較例４で用いた装置を用いた。
８分間の処理を行った際の試験結果を表６に示す。
【００９１】
【表６】
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比較例１１～１４
比較例１１、１２

比較例１３、１４



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００９２】
表６より、実施例では、本発明では、昇温量を増加できることがわかった。
これは、粉体を効率よく添加できたことに加え、酸素ガスを溶銑に対し効率的に添加でき
たため、粉体の燃焼による発生熱を有効に浴に着熱できたためであると考えられる。
【００９３】
上記実施例の結果より、本発明の粉体吹込み装置によれば、粉体流速を高め、粉体を浴の
深部まで到達させ、燃焼や精錬反応を浴の深部において進行させることができ、精錬効率
を向上させることができることがわかる。
【００９４】
【発明の効果】
本発明の粉体吹込み装置では、粉体供給管と支燃性流体供給管の先端部に、これら供給管
の隙間の支燃性流体流路が先端方向に向けて徐々に広くなるように形成されたテーパ部が
設けられているので、支燃性流体を適度に膨張させ、高速の支燃性流体の流れを得ること
ができる。
よって、粉体供給管内の圧力を、先端付近において十分に低くすることができ、粉体供給
管内の粉体の流速を高くすることができる。さらに、高速の支燃性流体流により粉体を搬
送することができるため、粉体流速をさらに高めることができる。
従って、粉体を効率よく溶融金属等に吹き込むことが可能となる。
【００９５】
また、支燃性流体供給管の外周側に、燃料流体を供給する燃料流体供給管が設けられ、こ
の燃料流体供給管は、粉体供給管からの粉体流を囲むように、燃料流体を噴出させること
ができる構成を採用することによって、粉体流を囲む流体の流れを高速化し、この流体の
流れによって搬送される粉体の流速をさらに高めることができる。さらには、粉体が径方
向に拡散するのを防ぐことができる。
従って、粉体をいっそう効率よく溶融金属等に吹き込むことが可能となる。
【００９６】
支燃性流体供給管の先端部に、ほぼ一定の内径を有する直胴部が形成された構成を採用す
ることによって、噴出する燃料流体が径方向に拡散するのを防ぎ、燃料流体の火炎を安定
化することができる。
また直胴部の内面に、周方向に沿う溝が形成されている構成によって、燃料流体の火炎を
さらに安定化し、流体の流れの乱れを防ぐことができる。
従って、粉体の流れをいっそう高速化することができる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の粉体吹込み装置の第１の実施形態を示す断面図である。
【図２】　本発明の粉体吹込み装置の第２の実施形態を示す断面図である。
【図３】　試験結果を示すグラフである。
【図４】　試験結果を示すグラフである。
【図５】　試験結果を示すグラフである。
【図６】　試験結果を示すグラフである。
【図７】　比較例２の粉体吹込み装置に用いられるノズルの断面図である。
【図８】　試験結果を示すグラフである。
【符号の説明】
１、２１・・・ランス（粉体吹込み装置）、２・・・ノズル、３・・・粉体供給管、４・
・・支燃性流体供給管、５・・・燃料流体供給管、７・・・スロート部、８・・・燃料流
体噴出部、１２・・・支燃性流体流路
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【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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